
環境教育及び環境保全活動の促進に関する協定について環境教育及び環境保全活動の促進に関する協定について

本協定は、『環境教育等促進法※』に基づき、協働取組を推進するための適切な役割分担を定め、
より効果的な環境教育・環境保全活動を促進するため、大阪府と環境教育等に係る協定を締結する制度です。

ü 行政との役割分担を明確化することで
な環境教育・環境保全活動に

つなげることができます。

ü 府と共同で報道発表や広報を行い、
より多くの府民や事業者の方などに活
動を できます。

ü 学校・事業者・民間団体等が、地域に
密着した活動を行うNPO等や府と協働
取組みを行うことで、地域貢献性の高
い活動が展開できます。

ü 協定を通じた連携により
活動の や、新たな活動の

が生まれます。

協定締結のメリット

問い合わせ先：大阪府 環境農林⽔産部 エネルギー政策課 環境活動推進グループ
TEL：06-6210-9549 E-mail：eneseisaku-02@gbox.pref.osaka.lg.jp
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③環境保全活動の
実施・支援

（環境活動NPO等の支援）

Ø 里山体験学習
Ø 水源保全活動
Ø 河川清掃活動
Ø 海、川、森での
生物調査

Ø 大阪湾体験教室
など
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①協定締結
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協定締結～事業実施の一般的な流れ協定締結～事業実施の一般的な流れ

大阪府

学校・事業者・
民間団体 等

※環境教育等促進法 平成24年10月施行

（環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律）

l 一人ひとりの環境保全に対する意識や意欲を高め、持続可能な社会づくりにつな
げていくため、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取
組についての基本理念や、国民、民間団体等、行政の責務等を定めた法律です。

l 学校教育における環境教育の充実のほか、大臣が環境教育等支援団体を指定する
制度、自然体験の機会の場を知事が認定する制度、「環境保全に係る協定の締結
等」の制度が規定されるなど、環境保全に対する民間団体等の参加と協働を推進
するための規定が多く盛り込まれています。
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